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弁
護
士
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
弁
護
士
業
務
に
つ
い
て
の

研
修
に
関
す
る
規
則

（
平
成
十
六
年
三
月
十
八
日
規
則
第
九
十
五
号
）

平
成
二
一
年

二
月
一
九
日

改
正

同

二
二
年
一
一
月
一
七
日

同

二
五
年

二
月
一
五
日

同

二
五
年

七
月
一
八
日

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
弁
護
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百

五
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
弁
護
士
業
務
に
つ
い
て
の
研
修
を

日
本
弁
護
士
連
合
会
（
以
下
「
本
会
」
と
い
う

）
が
実
施
す
る

。

た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
研
修
受
講
者
の
資
格
要
件
）（

「

」

。）

、

第
二
条

研
修
を
受
講
す
る
者

以
下

研
修
生

と
い
う

は

弁
護
士
法
第
五
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
研
修
受
講
の
手
続
）

第
三
条

研
修
の
受
講
を
申
請
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

受
講
申
請
書

二

誓
約
書

２

研
修
の
受
講
を
申
請
す
る
者
は
、
本
会
の
会
長
の
定
め
た
研
修

費
用
を
申
請
時
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

研
修
費
用
は
、
研
修
生
が
そ
の
都
合
に
よ
り
研
修
を
途
中
で
中

断
し
た
場
合
で
も
返
還
し
な
い
。

（
研
修
の
内
容
）

第
四
条

研
修
は
、
集
合
研
修
及
び
実
務
研
修
と
す
る
。

２

集
合
研
修
は
、
本
会
が
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
行
う
講
義
及

び
起
案
講
評
に
よ
る
研
修
を
い
う
。

３

実
務
研
修
は
、
本
会
の
会
長
が
委
嘱
す
る
弁
護
士
（
以
下
「
実

務
研
修
担
当
弁
護
士
」
と
い
う

）
の
法
律
事
務
所
に
お
い
て
行

。

う
研
修
を
い
う
。

（
研
修
の
通
知
）

第
五
条

本
会
は
、
研
修
が
実
施
さ
れ
る
三
十
日
前
ま
で
に
、
研
修

生
に
対
し
研
修
の
期
間
、
場
所
等
を
通
知
す
る
。

２

集
合
研
修
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知

す
る
。

一

研
修
の
内
容

二

講
師
名

三

受
講
ク
ラ
ス
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四

会
場

３

実
務
研
修
に
つ
い
て
は
、
配
属
さ
れ
る
弁
護
士
会
及
び
実
務
研

修
担
当
弁
護
士
名
（
職
務
上
の
氏
名
を
使
用
し
て
い
る
者
に
つ
い

て
は
、
職
務
上
の
氏
名
を
い
う

）
を
通
知
す
る
。

。

（
秘
密
の
保
持
）

第
六
条

研
修
生
は
、
研
修
に
あ
た
っ
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し

て
は
な
ら
な
い
。

（
研
修
の
実
施
）

第
七
条

研
修
の
企
画
運
営
、
教
材
作
成
、
講
師
の
選
任
そ
の
他
研

修
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
事
務
は
、
研
修
委
員
会
（
以
下
「
委

員
会
」
と
い
う

）
の
意
見
を
聴
い
て
、
日
弁
連
総
合
研
修
セ
ン

。

タ
ー
（
以
下
「
総
合
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う

）
が
行
う
。

。

２

総
合
セ
ン
タ
ー
は
、
前
項
の
事
務
の
一
部
を
公
益
財
団
法
人
日

弁
連
法
務
研
究
財
団
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
委
託
費
用
は
本
会
が
負
担
す
る
。

（
集
合
研
修
の
履
修
状
況
の
報
告
）

第
八
条

集
合
研
修
の
講
師
は
、
研
修
終
了
後
、
速
や
か
に
、
研
修

生
の
履
修
状
況
を
本
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
実
務
研
修
の
委
嘱
）

第
九
条

本
会
の
会
長
は
、
実
務
研
修
担
当
弁
護
士
を
委
嘱
す
る
。

２

実
務
研
修
担
当
弁
護
士
は
、
本
会
が
定
め
る
実
務
研
修
に
お
け
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る
指
導
指
針
に
則
っ
て
指
導
を
行
う
。

３

実
務
研
修
担
当
弁
護
士
は
、
実
務
研
修
終
了
後
、
速
や
か
に
、

研
修
生
の
研
修
の
履
修
状
況
を
本
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
履
修
状
況
の
評
価
）

第
十
条

本
会
は
、
研
修
生
の
履
修
状
況
の
評
価
を
す
る
た
め
、
研

修
修
了
審
査
会
議
（
以
下
「
会
議
」
と
い
う

）
を
設
置
す
る
。

。

２

会
議
は
、
本
会
の
会
長
、
副
会
長
、
委
員
会
の
委
員
及
び
総
合

セ
ン
タ
ー
の
構
成
員
の
中
か
ら
会
長
が
指
名
す
る
者
を
も
っ
て
構

成
す
る
。

３

会
議
は
、
弁
護
士
法
第
五
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
研
修
の

履
修
の
状
況
の
評
価
を
決
定
す
る
。

４

会
議
は
、
前
項
に
規
定
す
る
決
定
に
当
た
り
、
別
に
定
め
る
基

準
に
よ
り
総
合
セ
ン
タ
ー
が
決
定
す
る
評
価
及
び
意
見
を
聴
く
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
会
議
は
、
必
要
に
応
じ
て
当
該
研
修
を
担

当
し
た
講
師
及
び
実
務
研
修
担
当
弁
護
士
か
ら
事
情
を
聴
取
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

５

会
議
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る
決
定
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か

に
、
本
会
の
会
長
に
そ
の
内
容
を
報
告
す
る
。

（
履
修
状
況
の
報
告
）

第
十
一
条

本
会
の
会
長
は
、
弁
護
士
法
第
五
条
の
三
第
二
項
に
基
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づ
き
、
前
条
の
意
見
等
を
、
遅
滞
な
く
、
法
務
大
臣
に
書
面
を
も

っ
て
報
告
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
一
年
二
月
一
九
日
規
則
第
一
四
〇
号

職
務
上
の
氏
名
に
関
す
る
規
程
の
制
定
に
伴
う
規

則
の
整
備
等
に
関
す
る
規
則

第
五
条
改
正
）
抄

１

こ
の
規
則
は
、
職
務
上
の
氏
名
に
関
す
る
規
程
（
会
規
第
八
十

九
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る

（
後
略
）

。

（
平
成
二
一
年
一
二
月
一
七
日
理
事
会
決
議
で
平
成
二
二

年
一
二
月
一
日
か
ら
施
行
）

附

則
（
平
成
二
二
年
一
一
月
一
七
日
改
正
）

第
七
条
第
二
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
七
日

か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附

則
（
平
成
二
五
年
二
月
一
五
日
改
正
）

１

第
七
条
及
び
第
十
条
第
三
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年

六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

前
項
の
改
正
規
定
の
施
行
前
に
改
正
前
の
第
七
条
及
び
第
十
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
さ
れ
た
行
為
は
、
改
正
後
の
第
七
条
及

び
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
さ
れ
た
行
為
と
み
な
す
。

附

則
（
平
成
二
五
年
七
月
一
八
日
改
正
）
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第
一
条
、
第
八
条
の
見
出
し
及
び
第
十
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま

で
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
七
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。


